
Ⅰ．後記遺産は相続人　　　　　　　　　　　　が相続する。

　　１．被相続人の補充家屋全部

〔氏名〕
印 印

〔住所〕

〔実印〕 〔実印〕

　　令和　　　年　　　月　　　日

（証明者）上記被相続人の〔　　　　　　　〕

〔鮮明に〕 〔鮮明に〕

被相続人　              　の　　年　　月　　日死亡により開始した相続につき

　共同相続人の間で、その遺産分割協議をなしたる処、次のとおり協議が

　整った事を証明する。

尚、上記被相続人の相続人は私達以外にいないことを証明します。

遺産分割協議証明書

本　籍　地

最後の住所

被相続人　　　         　　　　　　　　　（　　　　年　　月　　日生）


